
○白井市親元同居近居支援補助金交付要綱 

平成２８年３月２日 

告示第２３号 

（趣旨） 

第１条 市長は、若い世代と高齢者世代が互いに支え合い安心して暮らせる環境をつくるた

めに、市内に居住する親世帯と同居し、又は市内に居住する親世帯の近隣に居住すること

を目的として、本市において自己の居住の用に供するための住宅の購入等をした転入者に

対して、予算の範囲内において、白井市補助金等交付規則（平成元年規則第１０号）及び

この要綱に基づき補助金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 転入者 本市に１０年以上居住する意思をもって、本市以外の市町村（特別区を含む。

以下同じ。）から本市に転入かつ居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第６条の規定による本市の住民基本台帳（以下「住民基本台帳」という。）に記録され

ている者で、転入する日前１年間に住民基本台帳に記録されたことのないものをいう。 

(2) 補助対象住宅 市内に建築され、又は建築された自己の居住の用に供するための住宅

で、その住宅の部分の床面積が５０平方メートル以上であり、都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）並びに建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項、第６

条の２第１項及び同法第３章の規定に適合する建築物をいう。 

(3) 補助対象増築工事 市内に現存する住宅を増築する工事で住宅の用途に供する増築部

分が３０平方メートル以上であり、増築後も都市計画法並びに建築基準法第６条第１項、

第６条の２第１項及び同法第３章の規定に適合するものをいう。ただし、過去に市から

補助金を受けた増築工事を除く。 

(4) 補助対象リフォーム工事 市内に現存する住宅で施工される次に掲げる工事で施工後

も都市計画法並びに建築基準法第６条第１項、第６条の２第１項及び同法第３章の規定

に適合するものをいう。ただし、過去に市から補助金を受けた工事を除く。 

ア 内外装の修繕に関する工事 

イ 機能向上に関する工事 

ウ 増築工事（住宅の用途に供する増築部分が３０平方メートル未満のものに限る。） 

エ 間取りの変更に関する工事 

（一部改正〔平成２８年告示８６号・２９年８号・令和２年１２号〕） 



（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対

象住宅の購入若しくは新築、補助対象増築工事又は補助対象リフォーム工事を行った者で、

次に掲げる要件を満たすものとする。 

(1) 本人又は配偶者（配偶者がいる場合に限る。以下同じ。）が転入者であること。 

(2) 本人及び配偶者の年齢が転入日において４９歳以下であること。 

(3) 本人の親又は配偶者の親（一親等の直系尊属をいう。以下同じ。）の１人以上が、転

入日において５年以上住民基本台帳に記録されていること。 

(4) 本人が属する世帯の世帯員及び前号に該当する親が属する世帯の世帯員全員（１８歳

未満の者を除く。）が前年度分の市町村税（特別区税を含む。以下同じ。）を滞納して

いないこと。 

(5) 本人が属する世帯の世帯員全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていな

いこと。 

(6) 補助対象リフォーム工事を行った場合にあっては、本人、配偶者、本人の親又は配偶

者の親が補助対象リフォーム工事を行った住宅を所有していること（市長が特に認める

場合を除く。）。 

(7) 補助対象住宅の新築若しくは購入、補助対象増築工事又は補助対象リフォーム工事で

増築を行った場合にあっては、補助対象住宅又は当該増築部分を登記すること（市長が

特に認める場合を除く。）。 

(8) 補助対象住宅又は補助対象増築工事若しくは補助対象リフォーム工事を行った住宅の

所在地に転入し、及び当該住宅に居住すること（市長が特に認める場合を除く。）。 

(9) 平成２８年４月１日以後に補助対象住宅の購入に係る売買契約又は補助対象住宅の新

築、補助対象増築工事若しくは補助対象リフォーム工事に係る工事請負契約をしている

こと。 

（一部改正〔平成２８年告示８６号・２９年８号〕） 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号のいずれかの

額とする。 

(1) 補助対象住宅の新築又は購入に要した費用 

(2) 補助対象増築工事に要した費用 

(3) 補助対象リフォーム工事に要した費用で合計額が２０万円以上のもの 



（全部改正〔平成２８年告示８６号〕、一部改正〔平成２９年告示８号〕） 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費（その額に１，０００円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とし、次に掲げる額を上限とする。 

(1) 前条第１号に該当する場合 ４０万円 

(2) 前条第２号に該当する場合 ３０万円 

(3) 前条第３号に該当する場合 １０万円 

２ 申請日において、補助対象者が属する世帯に１５歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある子ども（以下「子ども」という。）がいる場合又は補助対象者若しくは補

助対象者の配偶者が妊娠している場合は、前項に規定する補助金の額に１０万円を加算す

るものとする。 

（一部改正〔平成２９年告示８号〕） 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、転入した日から

起算して１年が経過する日又は転入した時期に応じて市長が定める日までに、白井市親元

同居近居支援補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に

申請しなければならない。 

(1) 誓約書（別記第２号様式） 

(2) 申請者が属する世帯の世帯員及び第３条第３号に該当する親が属する世帯の世帯員全

員の住民票の写し（続柄が記載されたものに限る。） 

(3) 申請者が属する世帯の世帯員及び第３条第３号に該当する親が属する世帯の世帯員全

員（転入日において、１８歳未満の者を除く。）の前年度の市町村税の納税証明書の写

し又は非課税証明書の写し 

(4) 転入者である申請者又は申請者の配偶者が転入する日前１年間に住民基本台帳に記録

されたことがないことがわかる戸籍の附票の写し等 

(5) 申請者又は申請者の配偶者と第３条第３号に該当する親の続柄を証明できる戸籍全部

事項証明書又は戸籍個人事項証明書 

(6) 新築若しくは購入した補助対象住宅又は補助対象増築工事若しくは補助対象リフォー

ム工事を行った住宅の登記事項証明書の写し 

(7) 新築又は購入した補助対象住宅の建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規

定による確認済証（以下「確認済証」という。）の写し（第４条第１号に該当する場合



に限る。） 

(8) 補助対象住宅の新築に係る工事請負契約書の写し又は補助対象住宅の購入に係る売買

契約書の写し（第４条第１号に該当する場合に限る。） 

(9) 補助対象増築工事又は補助対象リフォーム工事に係る確認済証の写し（第４条第２号

又は第３号に該当し、建築基準法第６条第１項の規定により確認済証の交付を受ける必

要がある場合に限る。） 

(10) 補助対象リフォーム工事を行う住宅の確認済証の写し（第４条第３号に該当し、建

築基準法第６条第１項の規定により確認済証の交付を受ける必要がない場合に限る。） 

(11) 補助対象増築工事又は補助対象リフォーム工事に係る工事請負契約書の写し（第４

条第２号又は第３号に該当する場合に限る。） 

(12) 補助対象リフォーム工事に要した費用の領収書の写し（第４条第３号に該当する場

合に限る。） 

(13) 母子健康手帳の写し（申請者が属する世帯に子どもがおらず、申請者又は申請者の

配偶者が妊娠している場合に限る。） 

(14) 補助対象住宅又は補助対象増築工事若しくは補助対象リフォーム工事を行う住宅の

位置図 

(15) 補助対象住宅又は補助対象増築工事を行う住宅の平面図（第４条第１号又は第２号

に該当する場合に限る。） 

(16) 補助対象リフォーム工事の内容を明らかにする図面（第４条第３号に該当する場合

に限る。） 

(17) 補助対象リフォーム工事の工事前、工事中及び工事後の写真等工事の実施を明らか

にするもの（第４条第３号に該当する場合に限る。） 

(18) その他市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成２９年告示８号・令和８年１７号〕） 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定し、白井市親元同居近居支援補助金交付（不交付）決定通知書（別記第３号

様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条に規定する交付の申請の補助金申請額にかかわらず、予算を勘案して、補

助金申請額を下回る額で交付の決定をすることができる。 

（交付の請求） 



第８条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、白井

市親元同居近居支援補助金交付請求書（別記第４号様式）を市長に提出しなければならな

い 

２ 前項に規定する請求書は、前条の規定による通知のあった日の属する年度の３月末日ま

でに提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかにな

ったとき。 

(3) 補助対象住宅又は補助対象増築工事若しくは補助対象リフォーム工事を行った住宅が、

建築基準法の規定に違反している等その他の理由により、市長が補助することが不適当

と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、白井市親元同居近居

支援補助金交付決定取消通知書（別記第５号様式）により、交付決定者に通知するものと

する。 

（一部改正〔平成２９年告示８号〕） 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全

部又は一部の返還を命じるものとする。 

２ 前項の返還命令は、白井市親元同居近居支援補助金返還命令書（別記第６号様式）によ

り行うものとする。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示は、平成２８年４月１日以降に本市に転入した場合について適用する。 



（追加〔平成２８年告示８６号〕） 

（失効） 

３ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の

際、現に補助金の交付の決定を受けた者については、第９条及び第１０条の規定は、なお

その効力を有する。 

（一部改正〔平成２８年告示８６号・令和３年１１号・８年１７号〕） 

附 則（平成２８年告示第８６号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第８号） 

この告示は、平成２９年２月１５日から施行し、改正後の白井市親元同居近居支援補助金

交付要綱の規定は、平成２８年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附 則（令和２年告示第１２号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１１号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年告示第５５号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、改正前のそれぞれの告示の規定により調製した用紙は、この告示

の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和８年告示第１７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、公示

の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、改正前の白井市親元同居近居支援補助金交付要綱の規定により調

製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用すること

ができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第６条関係） 

（全部改正〔令和８年告示１７号〕） 

第２号様式（第６条関係） 

（一部改正〔令和２年告示１２号・３年５５号〕） 

第３号様式（第７条第１項関係） 

第４号様式（第８条第１項関係） 

（一部改正〔平成２９年告示８号・令和３年５５号〕） 

第５号様式（第９条第２項関係） 

第６号様式（第１０条第２項関係） 

 


